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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年12月13日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため

臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２[報告内容]

　２．営業損失（たな卸資産評価損）の計上について

　３．特別損失（減損損失）の計上について

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

２[報告内容]

２．営業損失（たな卸資産評価損）の計上について

（訂正前）

(1) 当該物件の売却に至った経緯

当該物件は、平成15年10月に取得した元カーディーラーが保有していた物件です。当時、再開発による資金化を

目指しておりましたが、不動産市況の低迷から断念しました。売却が思うように進まない状況が続いている中、コ

ンテナを設置する等して家賃収入を得ておりました。

このような状況下、当該物件の売却交渉において、直近では最も良い条件が提示されました。簿価を下回る価格

での売却のため、たな卸資産評価損23,300千円を計上することとなりますが、有利子負債を圧縮でき、金利負担を

軽減できます。また、コンテナ等から家賃収入を得ておりますが、固定資産税の支払い等を差し引くと、資金繰り

への影響は軽微であります。これらの理由から、再建に向けた過去案件の処理として、当該物件の売却を決定いた

しました。

なお、その他の販売用不動産においても、帳簿価額を正味売却価額まで減額したことにより、2,127千円を計上す

るため、合計25,427千円のたな卸資産評価損を計上することとなります。

 
(2) 当該物件の内容

　　所在地　　　　　　山口県下関市一の宮東町440番2　他

 
(3) 売却価格及び売却先の概要

売却先からの申し入れにより、売却価格及び売却先の公表を控えさせていただきますが、売却価格については、

当社の直前事業年度（平成29年２月期）における売上高の10％以下となります。なお、売却先と当社との間には、

資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者等について特記すべき事項はありません。

 
(4) 譲渡の日程

取締役会決議　 平成29年12月13日

　契約締結 　　　平成29年12月下旬（予定）

　物件引渡日　　 平成29年12月下旬（予定）
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（訂正後）

(1) 当該事象の発生年月日

　平成29年12月13日

 
(2) 当該事象の内容

① 当該物件の売却に至った経緯

当該物件は、平成15年10月に取得した元カーディーラーが保有していた物件です。当時、再開発による資金化を

目指しておりましたが、不動産市況の低迷から断念しました。売却が思うように進まない状況が続いている中、コ

ンテナを設置する等して家賃収入を得ておりました。

このような状況下、当該物件の売却交渉において、直近では最も良い条件が提示されました。簿価を下回る価格

での売却のため、たな卸資産評価損23,300千円を計上することとなりますが、有利子負債を圧縮でき、金利負担を

軽減できます。また、コンテナ等から家賃収入を得ておりますが、固定資産税の支払い等を差し引くと、資金繰り

への影響は軽微であります。これらの理由から、再建に向けた過去案件の処理として、当該物件の売却を決定いた

しました。

なお、その他の販売用不動産においても、帳簿価額を正味売却価額まで減額したことにより、2,127千円を計上す

るため、合計25,427千円のたな卸資産評価損を計上することとなります。

 
② 当該物件の内容

　　所在地　　　　　　山口県下関市一の宮東町440番2　他

 
③ 売却価格及び売却先の概要

売却先からの申し入れにより、売却価格及び売却先の公表を控えさせていただきますが、売却価格については、

当社の直前事業年度（平成29年２月期）における売上高の10％以下となります。なお、売却先と当社との間には、

資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者等について特記すべき事項はありません。

 
④ 譲渡の日程

取締役会決議　 平成29年12月13日

　契約締結 　　　平成29年12月下旬（予定）

　物件引渡日　　 平成29年12月下旬（予定）

 

(3) 当該事象の損益に与える影響額

平成29年10月期にたな卸資産評価損25,427千円を計上いたします。
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３．特別損失（減損損失）の計上について

（訂正前）

営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計上により減損の兆候が認められるものとし、「固定資産の減損に

係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を検討いたしました。その結果、当社が保有する固定資産（土地、建物

等）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失989,937千円を特別損失に計上することといたしまし

た。

（訂正後）

(1) 当該事象の発生年月日

　平成29年10月31日

 

(2) 当該事象の内容

営業活動から生じた損益の継続的なマイナスの計上により減損の兆候が認められるものとし、「固定資産の減損に

係る会計基準」に基づき将来の回収可能性を検討いたしました。その結果、当社が保有する固定資産（土地、建物

等）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失989,937千円を特別損失に計上することといたしまし

た。

 

(3) 当該事象の損益に与える影響

平成29年10月期に減損損失989,937千円を特別損失に計上いたします。
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